
国土利用計画法違反に係る半田市事務処理要領

（目的） 

第１条 この要領は、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号。以下「法」という。）第

２３条第１項の規定に違反した者に対する事務処理に関し、所要の事項を定め、法の適

正な運用に資することを目的とする。 

（違反の定義） 

第２条 この要領において「違反」とは、次に掲げる行為をいう。 

（１）土地売買等の契約を締結した日から起算して２週間以内に、法第２３条第１項の

規定による届出（以下「届出」という。）をしなかったこと。 

（２）虚偽の届出をしたこと。 

（違反防止の啓発等） 

第３条 市長は、違反の発生を防止するため、土地取引規制制度に係る知識の普及及び啓

発に努めるものとする。 

（違反容疑事案の把握調査等） 

第４条 市長は、次の方法によって違反の疑いのある事案（以下「違反容疑事案」という。）

を把握するものとする。この場合において、届出対象面積未満の取引であっても、公図

に位置を落とす等の方法により、一団性の認定に留意するものとする。 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の規定による登記所からの通知書の閲覧と届出等との照合 

（２）都市計画法、森林法、農地法その他の開発関連法に基づく許認可を所管する部局

との情報交換による情報収集 

（３）新聞折込み、各種広告物等に基づく情報収集 

（４）管内区域のパトロールによる情報収集 

（５）住民その他の者からの通報に基づく情報収集 

（６）電子化された登記情報と届出等との照合 

（違反の確定等） 

第５条 市長は、前条各号に規定する方法により把握した違反容疑事案について、次に掲

げる方法により違反か否かを確定するものとする。 

（１）市長は、違反容疑事案に係る当事者（権利取得者をいう。以下同じ。）又はその代

理人に対し、その取引の内容等について、期限を定めて照会（様式第１）するとと



もに、契約書の写しその他必要な図書の提出を求めるものとする。ただし、期限後

に届出があった場合等違反か否かが明確であるときは、これを省略できるものとす

る。 

（２）市長は、回答書（様式第２）の提出又は期限後に届出があった場合、違反をした

理由及びその他必要な事項について、事情聴取を行うものとする。 

（３）市長は、必要があると認めるときは、再照会（様式第３）し、又は期日を定めて

当事者又はその代理人に来庁を求め、事情聴取（様式第４）するものとする。 

（４）市長は、当事者又はその代理人への再三の督促にも拘らず、回答書の提出がなく、

又は事情聴取に応じない場合は、関係者への照会その他の方法により事実関係を把

握し、違反の確定を行うものとする。 

（違反確定事案に対する事務処理） 

第６条 市長は、前条の規定により違反と確定した事案について、受理した適正な届出書

の事務処理に準じて利用目的についての審査を行う。 

（違反者に対する措置等） 

第７条 市長は、第５条の規定により違反と確定した事案については、次に掲げる方法に

より措置を決定するものとする。 

（１）市長は、違反と確定した事案について、違反の当事者が一般人か宅地建物取引業

者（宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「宅建業法」という。）

第２条第３号で規定する宅地建物取引業者をいう。以下「宅建業者」という。）の

いずれに該当するか、及び今回の違反が何回目の違反かを調査するものとする。 

（２）市長は、前号の規定による調査の結果、別紙「違反者に対する措置内容」（以下「措

置内容」という。）の違反区分１の措置を講じようとするときは、口頭により注意

するものとする。ただし、違反者が遠隔地、不在等口頭注意により難い場合は、口

頭注意に代えて注意書（様式第５）送付によることができるものとする。 

（３）市長は、第１号の規定による調査の結果、措置内容の違反区分２又は５の措置を

講じようとするときは、注意書（様式第５）を送付するものとする。 

（４）市長は、第１号の規定による調査の結果、措置内容の違反区分３又は６の措置を

講じようとするときは、警告書（様式第６）を送付するものとする。 

（５）市長は、第１号の規定による調査の結果、措置内容の違反区分４又は７の措置を

講じようとするときは、始末書を要求する旨通知（様式第７）し、必要に応じ催告

（様式第８）して、始末書（様式第９）を徴取するものとする。 



（６）市長は、前条の審査の結果、違反事案を放置すれば、当該土地を含む周辺の地域

の適正かつ合理的な土地利用を図るために支障があると認めるときは、措置内容の

違反区分８に対応して是正指導を行うものとする。この場合において、指導の結果、

違反の当事者から指導に従って是正する旨の申出があったときは、是正措置実施申

出書（様式第１０）を提出するよう指導するものとする。 

（７）市長は、第５号の措置を講じたにもかかわらず、違反を繰り返す場合又は再三に

わたり始末書を要求したにもかかわらず始末書が提出されない場合は、警察への通

報（様式第１１）を行うものとする。 

（８）市長は、第６号の是正指導に従わず、放置すれば、当該土地を含む周辺の地域の

適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるとき又は違反

の態様が特に悪質であるため放置すれば法の適正な運用に重大な支障を生ずると

認めるときは、措置内容の違反区分９の警察への通報（様式第１１号）又は刑事訴

訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２３９条第２項に基づき、自ら告発（様式第

１２）をし、又はその命ずる職員をもって告発させるものとする。告発する場合に

おいて、市長は、事前に愛知県の関連部局と連絡を密にするとともに、告発したと

きは、速やかに愛知県へ通知するものとする。 

（違反事案の進行管理等） 

第８条 市長は、違反容疑事案を把握後、６か月以内を目処として、前条第１号から第５

号までの措置を終えるものとする。 

（愛知県及び他の市町村との協力等） 

第９条 市長は、違反事案の調査及び処理に関し、必要があると認めるときは、愛知県及

び他の市町村に対し、情報の提供及び調査の依頼その他の協力を求めることができる。 

２ 市長は、他の市町村から違反事案の調査及び処理に関し、協力を求められたときは、

その求めに応ずるものとする。 

３ 市長は、違反に関し、必要があると認めるときは、所轄の司法警察員との情報交換を

行う等警察当局との連携を密にするものとする。 

（県への報告） 

第１０条 市長は、違反者への措置をしたときは、速やかに、事後届出違反措置内容書（様

式第１３）により愛知県に報告するものとする。 

附 則 



この要領は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、施行日前に把握した違反容疑

事案に対する事務処理については、なお従前の例による。 

附 則 

この要領は、平成２９年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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